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健康保険証は廃止となり、以降、マイナ保険証に一本化されます。

加入されている皆さまの混乱を防ぐため、

随時ホームページや広報誌等で広報を行ってまいります。

８ページ（裏表紙）に、現段階でのスケジュールを掲載しております。

社員の皆さまへのご案内にご協力をお願いいたします。

2024年１２月2日に健康保険証が廃止となります。

―ＴＪＫは2025年に設立50周年を迎えます―

TJKパーパス

“健康”をつくる。 “生活”をつくる。 “安心”をつくる。
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sample sample
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令和6年12月2日

健康保険証は廃止となり、マイナ保険証※に一本化されます。

✓ 発行済の健康保険証は、最長1年間（令和7年12月１日まで）使えます。
ただし、氏名変更や紛失した場合は、新しい保険証が発行されないため、マイナ保険証へ切り替えていただく
こととなります。

✓ 『健康保険の資格情報』 は、以下の①～③のいずれかでご確認いただけます。
①現行の保険証（令和7年12月2日以降および資格喪失後は無効となります）
②マイナポータル
③「資格情報のお知らせ」（ご自身の資格情報を確認するための通知） ※TJKホームページ閲覧を予定

✓ 廃止前にご自身のマイナンバーが適切にTJKに登録されているかTJKホームページでご確認を
お願いします。

②TJKに登録されているマイナンバー下4桁

趣 旨：ＴＪＫ資格情報の確認

表示内容：記号・番号・枝番・氏名・性別
資格取得日・生年月日等

12月2日

以降

１０月
下旬頃

新規加入員の方

マイナ保険証未登録の方

切り取って携帯

ＪＫにおけるマイナンバー登録率

マイナンバー登録率 98.8％

マイナ保険証登録率 55.7％

マイナ保険証利用率 7.6％

Ｔ

✓ 取得届と同時のマイナンバーのご提出

✓ 保険証の廃止やマイナ保険証への切替

を社員の皆さまへご案内

どうぞよろしくお願いいたします。

マイナ保険証への切り替えに

引き続き加入事業所の皆さまの

ご協力をお願いいたします

※マイナ保険証・・・健康保険証として利用登録したマイナンバーカード

ＴＪＫ事業（保養所、健診施設等）における資格確認については、
WEB閲覧システム等による対応を検討しています

既存加入員の方

『資格情報のお知らせ』イメージ

対象

保険証の廃止に備え、以下についてTJKホームページよりご確認をお願いいたします

趣 旨：マイナンバーが適切にTJKに登録
されているかの確認

確認方法：ご自身のマイナンバー下４桁を入力
後に、TJKの登録と一致しているか
を表示予定

対象①

対象②

健康保険証の新規発行廃止に伴い、以下の対応を行います

医療機関の受診の際は、原則としてマイナンバーカードを提示

『資格確認書』を交付
※様式、交付方法については現在検討中です。

①「資格情報のお知らせ」

『資格情報のお知らせ』を交付
※交付方法については、現在検討中です。

✓システムトラブル等でマイナンバーカードで資格が確認できない場合
①マイナンバーカード＋『資格情報のお知らせ』
②マイナンバーカード＋ 「マイナポータル」の画面提示

上記①または②いずれかの方法で受診可能

✓マイナ保険証未登録者は、『資格確認書』 を提示




